
桔梗が丘まちづくり委員会会則 
第１章   総則 

（設置） 

第１条 少子高齢化社会、地方分権の時代に対応し、コミュ二ティの増進、まちづくり

の推進、ボランティア活動など住み良い桔梗が丘地区を創造するための活動を行い、

桔梗が丘地域住民の福祉増進を図るため、桔梗が丘まちづくり委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

２ 委員会は、事務所を名張市桔梗が丘公民館内に置く。 

 

（会員） 

第２条 委員会の会員は、桔梗が丘地区に居住する住民及び桔梗が丘地区で事業活動を

する事業所を構成員とする。 

２ 構成団体は、次の各号に掲げる団体とする。 

 一 桔梗が丘地区区長会 

 二 桔梗が丘地区婦人会 

 三 桔梗が丘地区老人クラブ 

 四 桔梗が丘地区子ども会育成会 

 五 各小中学校ＰＴＡ 

 六 桔梗が丘地区民生児童委員協議会 

 七 桔梗が丘地区商店会連合会 

３ 桔梗が丘地区公民館自主サークルクラブ、各種ボランティア団体その他任意団体で

委員会の趣旨に賛同するときは、理事会の承認を得て前項の構成団体とすることがで

きるものとする。 

 

（会員の役割） 

第３条 会員は、各区の行事や隣近所とのコミュ二ティ活動、或いは、委員会が行うコ

ミュ二ティの増進、まちづくりへの参画、ボランティア活動への参画などを通して、

桔梗が丘地区を住み良いまちにするために貢献する。 

２ 会員は、委員会の活動にかかる経費の一部を区費として納入した分から総会で決定

された金額を負担する。ただし、事業所にあっては、別に定める方法により算出され

た金額を負担する。 

３ 会員は、構成団体の一員として、また、委員会の運営に携わる委員として積極的に

参画する。 

 

第２章   組織 

（組織） 

第４条 委員会は、総会、理事会、役員会及び部会をもって構成する。 

２ 総会は、代議員制を導入し、会員の中から選出された代議員をもって構成する。 

３ 理事会は、第５条に規定する役員及び理事（以下「役員等」という。）、並びに推進

チーム代表をもって構成する。 

４ 役員会は、役員、総務部会長及び推進チーム代表をもって構成する。 

５ 部会は、総務部会、保健福祉部会、環境部会、教育文化部会、防災安全部会、自治

振興部会及び広報部会の７つの部会を設置する。 
６ 理事会の諮問機関として審議会を設置することができる。審議会委員は会長が委嘱

する。 
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（役員等） 

第５条   

1 委員会に次の役員等を置く。 

 会長   １名 

 副会長  ２名 

 会計及び書記  各１名（事務局長及び事務局次長の充て職） 

 理事   若干名（１０名程度） 

２ 会長は、区長会代表幹事を充てる。 

３ 役員は、会員の中から選出する。 

４ 理事は、部会長及び会長が指名する者をもって充てる。 

 

（役員等の任期） 

第６条  役員等の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠役員等の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（役員等の役割） 

第７条 会長は、委員会を代表し、会務を統括し、総会を招集する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 書記は、委員会の運営及び活動に伴う会議録作成事務を担当する。 

４ 会計は、委員会の運営及び活動に伴う出納経理事務を担当する。 

５ 理事は、委員会の運営及び活動を円滑に行うように努める。 

 

（部会員） 

第８条 部会に次の部会員を置く。 

 部会長   １名 

 副部会長  ２名 

 書記    ２名 

 会計    ２名 

 部会幹事  若干名 

 部会員   若干名 

 ただし、部会長の判断により、副部会長、書記及び会計の人数をそれぞれ１名増

減することができる。 

２ 部会員は、会員の中から選出する。 

３ 部会長は、会長が指名する。 

 

（部会員の任期） 

第９条 部会員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（部会の運営） 

第１０条 部会に部会幹事会を置く。 

２ 部会幹事会及び部会の運営については、別に定める。 

 

（部会員の委嘱） 

第１１条 部会員は、会長が委嘱する。 

２ 市から委嘱されている委員は、その関係する部会の部会員とする。 
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第３章   会議 

（会議） 

第１２条 委員会の会議は、総会、理事会、役員会、部会及び部会幹事会とする。 

２ 会長が必要と認めるときは、拡大合同理事会を開催することができる。 

 

（総会） 

第１３条 総会は、代議員をもって構成する委員会の最高議決機関であり、毎年１回定

期総会を開催する。 

２ 総会は、事業計画、予算及び決算、会則の改廃、その他重要事項を審議し、決定す

る。 

３ 会長が必要と認めるとき、或いは代議員の半数以上の要求によって、臨時に総会を

開催することができる。 

４ 総会は、代議員の 3分の２以上の出席をもって成立する。 

なお、総会に出席できない代議員は、議長に委任したものとみなす。 

５ 総会の議決は、出席代議員の過半数をもって決する。 

  ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。 

 

（総会の傍聴） 

第１４条 会員は、定期総会又は臨時総会を傍聴することができる。 

 

（理事会） 

第１５条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 理事会は、事業計画、予算及び決算、重要事項等を審議する。 

 

（役員会） 

第１６条 役員会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 役員会は、委員会の運営に関すること、理事会へ付議する事項等を調整する。 

 

（部会） 

第１７条 部会は、必要に応じて部会長が招集する。 

２ 部会は、各所管事項の企画及び執行にあたる。 

３ 部会幹事会は、部会に付議する事項等の調整を行う。 

 

第４章   代議員 

（代議員の定数） 

第１８条 代議員の定数は３０名とし、会長が委嘱する。 

２ 代議員は、会員のうち、各区から区長の推薦を受けた会員及び公募により選出され

た会員とする。 

 

（代議員の任期） 

第１９条 代議員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

（議長等の選出） 

第２０条 代議員は、互選により議長及び副議長を選出する。 

２ 議長は代議員を統括し、総会の議長となる。 

３ 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。 
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（代議員の役割） 

第２１条 代議員は定期総会又は臨時総会において、理事会が提案する議題を審議し、

議決する。 

２ 代議員は、委員会の運営及び活動に関して、適宜意見、要望或いは提案をすること

ができるものとする。 

 

（専門委員会の設置） 

第２２条 代議員は、専門的な調査、審議を行うため、次の各号の専門委員会のいずれ

かに所属する。 

 一 総務広報委員会 

 二 環境安全委員会 

 三 健康福祉委員会 

 四 自治教育委員会 

２ 専門委員会には、委員長及び副委員長を置き、会議を統括する。 

３ 委員長は、専門委員会で審議した結果を議長に報告する。 

 

第５章   地域計画 

（地域計画） 

第２３条 委員会は、名張市総合計画その他各種行政計画との整合を図り、住み良い桔

梗が丘地区の創出に向けた地域計画を策定する。 

２ 地域計画の策定は、プロジェクトチームを設置することができる。 

３ 地域計画は、総会の承認を受けて決定する。 

 

（個別計画） 

第２４条 委員会は、会長が桔梗が丘地区の重要な事項等を計画として作成する必要が

あると認めたときは、プロジェクトチームを設置し、計画策定を行うことができる。 

２ 個別計画は、特に重要と認められるときは、総会で決定し、それ以外は理事会の承

認をもって決定する。 

第６章   委員会の予算 

（予算の決定） 

第２５条 予算は、第４条第５項に規定する部会の予算要求に基づいて、理事会で審査

し、決定する。 

２ ゆめづくり地域交付金の加算分については、それぞれ特定の目的に充当する。 

３ 第 2 条第 2項及び第 3項に規定する構成団体は、独自の事業を行うときは、補助金

の交付を受けることができる。 
４ 理事会は、第１項及び第 3項の予算要求または補助金交付申請があったときは、速

やかに審査し、決定する。 

５ 補助金交付にかかわる手続き等は、別に定める。 

 

（予算の執行） 

第２６条 予算は、総会で承認された事業計画に基づき実施する事業に対して執行する。 

２ 前項以外に緊急を要する事業を実施する必要が生じたとき、或いは事業計画を変更

して事業を実施しようとするときは、理事会の承認を得て、予算を変更することがで

きる。 
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第７章   事業 

（事業計画） 

第２７条 第１７条第１項に規定する部会及び構成団体は、様式第２号に基づき、事業

計画を作成し、予算要求にあわせて、提出する。 

２ 事業計画は、総会の承認を受けて確定する。 

 

（事業実施） 

第２８条 事業計画に基づき、事業を実施しようとするときは、地域住民の参画が得ら

れるように広報活動等に努める。 

２ 委員会又は構成団体が行う事業は、それぞれ区別して実施する。 

 

（事業評価） 

第２９条 事業を実施したときは、様式第３号に基づき、事業の結果を分析し、評価を

加える。 

２ 事業の評価が極端に低い場合は、見直し又は廃止する方向で検討する。 

３ 事業評価の結果は、理事会に報告し、承認を得る。 

 

第８章   施設管理運営 

（施設の管理） 

第３０条 委員会は、地域住民が使い勝手の良い施設として利用できるように、桔梗が

丘公民館及び桔梗が丘南公民館（以下「公民館」という。）の管理運営を委託契約に

より行うことができる。 

２ 公民館の管理運営を行うときは、市民センターとして利用できる施設管理運営指針

を名張市教育委員会と協議して別に定める。 

３ 公民館の管理運営組織及びスタッフは、別に定める。 

 

（施設の利用） 

第３１条 公民館を会員の使い勝手のよい施設として利用できるように、公民館の利用

料、利用時間、利用目的などの施設利用基準については、別に定める。 

 

第９章   受託事業 

（受託事業） 

第３２条 名張市の業務を委託契約に基づき地域が行う事業(以下「受託事業」という)

は、次の各号に定める。 

 一 公民館管理運営業務 

 二 学童保育管理運営業務 

２ 前項以外に受託事業を行う場合は、理事会の承認を受ける。 

 

（受託事業の契約） 

第３３条 受託事業の契約は、前条第１項各号に掲げる業務を所管する運営組織の代表

者とする。 

２ 受託事業の執行にあたっては、前項の代表者が責任をもってあたる。 

３ 受託事業の契約にかかる内容は、理事会の承認を受ける。 

 

（受託事業と予算） 

第３４条 １ 受託事業で行う事業と予算は、独立採算性で行うものとする。 
２ 余剰金が生じた場合は、翌年度事業に充て、その解消を図るものとする。 
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第１０章   事務局 

（事務局体制） 

第３５条 委員会の円滑な運営を行うため、事務局を設置する。 

２ 事務局に事務局長及び事務局次長を置く。 

３ 事務局職員は、１０名以内とし、会長が任命する。 

４ 事務局職員は、公民館管理運営職員を兼務する。 

 

（事務局職員） 

第３６条 事務局職員は、原則として会員の中から公募し、選考により採用する。 

２ 事務局職員の選考は、理事会において行う。 

３ 事務局職員の勤務時間及び給与等勤務条件は、別に定める。 

 

（事務局職員の職務） 

第３７条 事務局職員は、公民館長を補佐し、公民館活動を支えるとともに、委員会運

営に関して、会長の命令に基づき円滑な運営に努める。 

２ 事務局職員の職務は、次の各号に定める。 

 一 委員会の運営に関すること。 

 二 公民館の管理運営に関すること。 

 三 市との連絡調整に関すること。 

 四 構成団体との連絡調整に関すること。 

 五 その他会長が必要と認める重要なこと。 

３ 事務局長及び事務局次長は、公民館長及び会長の職務命令により、業務を遂行する。 

４ 事務局職員は、事務局長及び事務局次長の職務命令により、業務を遂行する。 

 

第１１章   推進チーム 

（推進チームの役割） 

第３８条 推進チームは、委員会の運営及び活動を支援する。 

２ 推進チームは、円滑かつ活発な事業展開が図られるよう、市と委員会との連携調整

に努める。 

３ 推進チームのチーフ又はチーフの命令を受けた者は、理事会等の会議に出席する。 

４ 推進チームは、会長から要請のある事項について、調査研究する。 

 

（推進チームの人数） 

第３９条 推進チームの人数が不足するときは、会長が市に対して増員の要請を行う。 

２ 推進チームに専門スタッフが必要なときは、チーフはまちづくり支援室と調整し、

人材の派遣を要請する。 

 

第１２章   会計 

（会計） 

第４０条 委員会の会計は、一般会計と特別会計とする。 

２ 委員会の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

３ 収入は、ゆめづくり地域交付金、会費、寄付金その他収入とする。 

４ ゆめづくり地域交付金の加算分の会計は、別に定める。 
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（出納事務） 

第４１条 出納事務は、事務局長及び事務局次長が責任をもって処理する。 

２ 委員会の予算書に基づき、金銭を支出するときは、別に定める様式に基づき事務局

長の決裁で行う。 

３ 事務局長は、予算の執行状況を毎月理事会に報告する。 

４ 出納簿は、５年間保存する。 

５ 出納事務取扱いについては、別に定める。 

 

第１３章   情報公開 

（情報公開） 

第４２条 委員会の運営及び活動については、情報誌、インターネット等を通じて、会

員に情報提供を行う。 

２ 委員会に関する情報を公開し、会員の意見を求めるとともに、活動への参画を促進

する。 

３ 予算及び決算報告を毎年公表する。 

 

（情報の共有） 

第４３条 会員が持っているまちづくりの情報を収集し、また、委員会の情報を会員に

提供し、それぞれ情報を共有し、委員会の運営及び活動を行う。 

２ 情報を閲覧できるように公民館に情報コーナーを整備し、最新の情報を共有する。 

 

第１４章   評価と監査 

（事業評価） 

第４４条 委員会が行う主な事業については、会員の中からモニターを抽出し、又は参

加者から事業の成果等を聴取し、実施した事業の評価を行う。 

２ 事業評価の基準は、次の各号に定める。なお、詳細事項は別に定める。 

 一 会員の満足度 

 二 費用対効果 

 三 波及効果 

 四 参加者の数 

３ 事業の評価は、次年度の事業計画に反映できるように努める。 

４ 事業評価の結果は、毎年公表する。 

 

（監査） 

第４５条 委員会の運営及び活動に対する決算及び業務審査を厳正な外部監査として

行う。 

２ 監査は、会計年度の翌年４月末日までに行う。 

 

（外部監査委員） 

第４６条 外部監査委員（以下「監査委員」という。）は、３名とし、会長が選任する。 

２ 監査委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 監査委員の報酬は別に定める。 

 

（監査結果の公表） 

第４７条 委員会は、監査結果を総会で報告し、承認を得るとともに、速やかに公表す

る。 
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第１５章   雑則 

（委任） 

第４８条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会に諮って別に定め

る。 

 

（組織と活動の特例） 

第４９条 委員会の活動を円滑に行うため、小学校区を単位とした組織運営及び活動が

できるものとする。 

２ 前項の小学校区を単位とした活動を行うときは、理事会の承認を受けなければなら

ない。 

 

（団体等の表彰） 

第５０条 委員会の活動に永年にわたり顕著な功績を残した団体又は個人を表彰し、功

績をたたえる。 
２ 被表彰者の選考は、理事会で行い、総会の承認を受ける。 
３ 被表彰者の選考基準は別に定める。 

なお、第 1項の規定に関わらず、被表彰者はボランティア活動又は協議会の活動に
永年にわたり顕著な功績を残した団体又は個人も対象にする。 

 
（委員の委嘱） 

第５１条 委員会の各部会に参画する委員を会員の中から会長が委嘱することができ

る。 
 

（報償制度） 

第５２条 役員、部会員その他会員で委員会の運営及び活動に積極的に貢献したと認め

るときは、報償することができる。 

２ 報償する者は、理事会で決定する。 

３ 報償の対象者、報償額等必要な事項は別に定める。 

 

（会則の改廃） 

第５３条 この会則は、総会において、出席代議員の過半数の議決により改廃すること

ができる。 

附 則 

１． この会則は、平成１５年 ９月 ６日から施行する。 

２． 各協議会会則は、平成１５年 ９月 ６日をもって廃止する。 

３． 第８章施設管理運営第３０条から第３１条、第９章受託事業第３２条から第３４

条、第１０章事務局第３５条から第３７条の各条項については、別に定める日から

適用する。 
４． 第６条第１項、第９条第１項、第１９条第１項及び第４６条第２項の２年の任期

の取扱いについては、平成１５年９月６日から平成１６年３月３１日までを１年と

みなすものとする。 
７ この改正会則は、平成 16 年 4 月 24 日から施行する。 
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